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Ⅰ 食品表示に関する制度



ⅠⅠ 食品食品表示に関する制度表示に関する制度
（現行法令に基づく表示例）（現行法令に基づく表示例）

○食品表示に関する主な法律とその目的

食品衛生法： 飲食に起因する衛生上の危害発生を防止すること

Ｊ Ａ Ｓ 法： 原材料や原産地など品質に関する適正な表示に

ＪＡＳ法、食品衛生法及び健康増進法の関係

より消費者の選択に資すること
健康増進法： 栄養の改善その他の国民の健康の増進を図ること

※「39」は製造所固有記号

JAS法 食品衛生法

商品選択 食品安全の確保 ※「39」は製造所固有記号

原材料名 アレルギー

名称

賞味期限

商品選択 食品安全の確保

※栄養表示は任意

原産地

添加物
遺伝子組換え

保存方法
内容量

特別ヨーグルト・・・腸内環境を良好にし、おなかの

JAS法に基づく表示事項

製造者名等
等 等

このヨ－グルトは生きたビフィズス菌（ビ
フィドバクテリウム・ロンガムＢＢ５３６）を含
んでいますので、腸内のビフィズス菌が増
え、腸内環境を良好にし、おなかの調子を
整えます。調子を整えます。

※特定保健用食品の表示は個別許可型

JAS法に基づく表示事項

食品衛生法に基づく表示事項

JAS法、食品衛生法に基づく表示事項

健康増進法に基づく表示事項

健康増進法

（栄養表示、特別用途表示） 等 2



＜JAS法＞ ＜食品衛生法＞ ＜健康増進法＞

ⅠⅠ 食品表示の基準について食品表示の基準について

一般消費者の選択等に資するため、す
べての飲食料品の品質に関する表示に
ついて、製造業者等が守るべき基準を
定める。

生鮮食品 加工食品

食品の安全性の確保のため、販売の
用に供する食品・添加物に関する表示
の基準を定める。

国民の健康増進を総合的に推進するた
め、特別用途の表示、栄養成分に関す
る表示の基準を定める。

特別用途表示

○野菜や果物な
どの農産物、肉や

○生鮮の農産物な
どの原料を加工し

生鮮食品
品質表示基準

加工食品
品質表示基準 表示対象品目

食品衛生法第19条
第１項の規定に基

食品衛生法第19
条第１項の規定に

特別用途表示

特定保健用食品（個別許可型）

○特定の保健の用途の表示
（便通 血糖値 血圧 ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ

個別品目ごと 品

農産物、肉
卵などの 畜産物、
魚や貝などの水
産物で加工してい
ないもの。

て製造された飲食
料品。

玄米及び精米品質

づく乳及び乳製品
並びにこれらを主
要原料とする食品
の表示の基準に関
する内閣府令

基づく表示の基準
に関する内閣府令

（便通、血糖値、血圧、ｺﾚｽﾃﾛ ﾙ、
歯・骨、中性脂肪etc）

・栄養成分量、一日摂取目安量

・バランスの取れた食生活の普及啓発
を図る文言、注意事項

H23 ８ 22現在 962件個別品目ごとの品
質表示基準
（例）野菜冷凍食品
農産物漬物
うなぎ加工品
ソーセージ 等

・玄米及び精米品質
表示基準
・水産物品質表示基
準
・しいたけ品質表示
基準

○牛乳、バター、
チーズ、アイスク
リームなど、乳、
乳製品及びこれ
らを主原料とす
る食品

・マーガリン
・清涼飲料
・食肉製品
・魚肉ハム、魚肉
ソーセージ、鯨肉
ベ コン

H23.８.22現在 962件

特別用途食品

○特別の用途の表示

・病者用食品（許可基準型（低たんぱくソ セ ジ 等
46品目

基準
計 ３品目

る食品ベーコン
・冷凍食品
・容器包装詰加圧
加熱殺菌食品
・食肉、切り身又
はむき身にした鮮

質食品、アレルゲン除去食品、無乳糖
食品、総合栄養食品）、個別評価型）

・妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製
粉乳、えん下困難者用食品

H23 ６ 23現在 40件
遺伝子組換え食品品質
表示基準

大豆、とうもろこし等の遺伝子組換え農産物
とその加工食品については 「遺伝子組換

魚介類であって生
食用のもの
・容器包装に入れ
られた加工食品
・容器包装に入れ
られていない生食

H23.６.23現在 40件

栄養表示基準
任意表示

（熱量＋主要栄養成分＋とその加工食品については、「遺伝子組換
え」等の表示を義務付け

られていない生食
用食肉
等

栄養機能食品（規格基準型）
（ビタミン12成分、ミネラル５成分）

（熱量＋主要栄養成分＋
表示しようとする栄養成分）

・栄養成分含有表示
・栄養成分機能表示
・注意喚起表示 3



・ 消費者庁では、ＪＡＳ法、食品衛生法、健康増進法の表示規制にかかる事務を一元的に所掌。

Ⅰ 現在の食品表示業務について

消費者庁では、ＪＡＳ法、食品衛生法、健康増進法の表示規制にかかる事務を 元的に所掌。
・ 表示基準等の企画立案は消費者庁が担当。
・ 執行業務は関係省庁と連携して実施。

消費者庁 消費者委員会厚生労働省 消費者庁

企画立案

消費者委員会

諮 問

厚生労働省
農林水産省

○食品 添加物の表示基準 協 議
○ＪＡＳ法、食品衛生法、健康増進法に基づく

表示基準策定事務を一元化

○表示基準の策定に当たっては、厚生労働省、

○表示基準等の策定
に当たり、意見を述
べる

諮 問○食品、添加物の表示基準

の策定を要請

○JAS規格に伴う個別品

質表示基準の策定を要請 要 請

協 議

農林水産省と協議

○特定保健用食品の
安全性及び効果の
調査審議等

答 申

要 請

執 行
○地方における執行業務に

ついては 引き続き地方農 調査審議等執 行

○消費者庁自らが立入検査、改善指示等を

実施する

ついては、引き続き地方農

政局（JAS法）、地方厚生

局（健康増進法）を活用す

るとともに、 都道府県にお

いて実施
○事業者に対する改善命令（JAS法）、措置

命令（食品衛生法、健康増進法）は消費者庁

に一元化

いて実施

○指示を受けたものが正当

な理由なく指示に係る措

置をとらなかった場合、

JAS法に基づき措置をとる

要 請

特別用途食品の表示許可

JAS法に基づき措置をとる

べきことを命令ずることを

要請
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○ 食品衛生法、ＪＡＳ法に基づく表示基準等については、厚生労働省・農林水産省が連携して

((参考参考)) 消費者庁設立以前の食品表示業務について消費者庁設立以前の食品表示業務について

「食品の表示に関する共同会議」を開催し、審議。
○ 健康増進法に基づく表示基準については、薬事・食品衛生審議会において審議。

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会表示
厚生労働省

○食品衛生法に基づく食品、添加物の表示基準、

部会食品表示調査会及び農林物資規格調
査会表示小委員会
（食品の表示に関する共同会議）

厚生労働省

企画立案

○食品衛生法に基づく食品、添加物の表示基準の
策定

○健康増進法 基づく栄養表 基準 策定 JAS法に基づく品質表示基準の検討を公開で行う。
（H20実績：８回）

○消費者、事業者、学識経験者等の委員から構成
○これまでの成果として、

・期限表示の統一 （審議回数：４回）
諮 問

○健康増進法に基づく栄養表示基準の策定

執 行

○立入検査
期限表示の統 （審議回数：４回）

・原料原産地表示義務対象の拡大 （28回）
・GMO表示義務対象の拡大 （８回）
・アレルギー表示義務対象の拡大 （６回）
など。

特別用途食品の表示許可
報告

○勧告・命令

報告

企画立案

農林水産省

○JAS法に基づく品質表示基準の策定

答 申

新開発食品評価第一調査会
新開発食品評価第二調査会

農林物資規格調査会
薬事・食品衛生審議会食品
衛生分科会表示部会

報告 報告

執 行

○立入検査

○JAS法に基づく品質表示基準の策定

○特定保健用食品の安全性及び効果の調査審議を
行う。 （H20実績：各４回）

○学識経験者等の委員から構成
○これまでの成果として

新開発食品評価第二調査会

○改善指示・命令

○立入検査 ○これまでの成果として、
・特別用途表示等に係る規格等の作成
・特定保健用食品の表示許可
など。 薬事・食品衛生審議会食品衛生分

科会新開発食品調査部会報告
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